
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場などに貼ってある「安全第一」には続きがあります。第二は「品質」、第三は「生産」。つまり安全第一、

品質第二、生産第三となります。もとは１９０６年に提唱された経営方針で、当初は生産、品質、安全の順

だったものを逆にしたところ、事故や災害が減少したのはもちろん、品質も上がり生産高も伸びたそうです。 

現状維持に徹すること

が吉運ＵＰの鍵！何事

も頑張り過ぎず、自然

体でゆったり構えて過

ごすことが大切です。 

社交運が活発で人と関

わる機会が増えそう。

目上やスポンサーにも

恵まれる月なのでチャ

ンスをつかむ行動を！ 

苦労が多い月となりそ

うですが焦りは禁物で

す。これからのために

役立つ知識を吸収する

ことに専念すれば吉！ 

これまで積み上げてき

た努力が報われる好運

月。この調子で浮かれ

ることなく気を引きし

めて前進しましょう。 

【「相続空き家」を売却したときの特例】 

 

２０１６年度の税制改正により「被相続人の居住用財産に係る譲渡

所得の特別控除の特例」が創設されました。いわゆる「相続空き家」

を売却したときの特例です。人口の減少が進みつつある日本では、 

将来的に空き家が増えていく恐れがあ 

ります。また近年では全国で自然災害が 

多発しており、そのような状況下におい 

て旧耐震基準（１９８１年５月３１日以 

前の耐震基準）の下で建築された空き家 

の増加を抑制することを目的にこの特

例が創設されました。具体的には、被相続人（亡くなった方）が１

人で住んでいた家屋や土地を相続などにより取得した人が売却し

たとき、特定の要件を満たせばその利益から 3000万円を控除する

ことができます。つまり 3000万円までのプラスの財産であれば税

金はかからないということです。対象となる家屋や適用要件など、

この特例を受けるためには詳細な規定がありますが、大まかにいえ

ば「家屋が旧耐震基準で建築されていること」「相続や遺贈などに

より取得した、被相続人が住んでいた家屋などを売却すること」「相

続の開始があった日から３年目の１２月３１日までに売却するこ

と」「売却代金が１億円以下であること」などの要件を満たす必要

があります。なお、この特例の適用期間は２０２３年１２月３１日

までなので、対象となる方は早めに取り組みましょう。 
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愛犬の散歩や通勤途中などの外出先で活躍します。保温・保冷機能を持ちながら約 120

グラムと軽く、ポケットやカバンのすき間、ミニバッグにも入るサイズは特に女性から

絶大な支持を得ています。価格も手頃で、複数そろえてコーヒーやお茶などを持ち歩く

人も少なくありません。用途をあえて限定した発想の転換から生まれたヒット商品です。 

「ポケトル」は120mlという極小容量のステンレスボトルです。

ちょっと喉を潤したいもののペットボトルでは持て余すような 

今月の商売のヒント：【非常識より破常識】 

 

ネット環境の普及は、商売における既存の競争ルールを根底から変えてしまうようなビジネスモデルを生み

出しています。例えば、モノを持たないという価値観に共感する人が増え、消費者の行動は「所有」から「レ

ンタル」、さらには定額制サービスの「サブスクリプション」へと変化しているといわれます。 

かつて車は「買う」ものでしたが、必要なときだけレンタカーを「借りる」こと 

ができるようになり、今では「定額サービスで毎年、新しい車に乗る」という選 

択肢もあります。つまり、これまでと同じ製品やサービスでも、提供方法を変え 

ることで新たな価値を生み出しているのです。それだけ消費者の価値観が多様化 

しているのでしょう。非常識な発想で差別化をはかることはできますが、奇をて 

らった突拍子もない「非常識」よりも、常識を疑って新たな価値を創出する「破

常識」な視点のほうが、多様性の時代にはマッチしているように思います。 

こんなことを考えるようになったのは、ある主婦の話がきっかけでした。食品はできるだけ新しい日付を選

んで買う。これは主婦の知恵であり、一種の常識ともいえます。ところがその人は、今日明日のうちに食べ

るものなら古い日付を選んで買うと言います。「新しい日付から買えば残り期間 

の少ないものが取り残されて、いずれは期限切れで廃棄処分される。古い日付か 

ら買えば処分品が減るかもしれないし、次の人は新しいのを買える」。彼女の考 

え方に目の覚める思いでした。日々の何気ない行動を振り返ってみたら「そのや 

り方じゃなくてもいいのでは？」と思うことがいくつかあり、そのひとつが古い 

日付を選んで買うことだったそうです。古い日付といっても１日か２日。それを 

買うくらいで大げさなと思うかもしれませんが、あえて古い日付を選んで買う理由に、その人なりの新たな

価値の創出を感じたのです。常識を疑う背景には、個人の発意や情熱、勇気ある決断といった「内側の発想」

があります。多様性の時代の商売は、内側の発想に共鳴してもらえることが不可欠ではないかと思うのです。 

【骨を弔う】 
--------------------------- 
小さな新聞記事が思い出させ
た 30年前の秘密の冒険。小学
生の子どもたちが教師への反
発から骨格標本を山に埋めた。
あれは本当に標本だったの
か？仲間と記憶をたどり過去
と現在の人生が交錯する。衝撃
のラストに感動する一冊です。 
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